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議題 第２号 長岡市地域公共交通協議会規約の改正について 
 

 

１．規約の改正点 

 

●規約第 3条 

第 1号について、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴い、「地

域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画（地域公共交通総合連携計

画）」に変更する。 

また、第 3 号について、道路運送法施行規則の改正に伴い、「過疎地有償運送」

を「公共交通空白地有償運送」に変更する。 

 

新 旧 

（業務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる業務を行う。 

 (1)  地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成19年法律第59号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通網

形成計画（地域公共交通総合連携計画）

の作成、並びに実施に関すること。 

 (2)  （省略）   

 (3) 道路運送法施行規則第49条2号に規定

する公共交通空白地有償運送の協議に

関すること。 

 (4)及び(5)  （省略） 

 

（業務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するた

め、次に掲げる業務を行う。 

 (1)  地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成19年法律第59号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通総

合連携計画の作成、並びに実施に関する

こと。 

 (2)  （省略）   

 (3) 道路運送法施行規則第49条2号に規定

する過疎地有償運送の協議に関するこ

と。 

 (4)及び(5)  （省略） 

 

 

●別表 

委員の所属名・役職名に合わせた変更を行う。 

 ・「社団法人 新潟県バス協会 事務局長」を「公益社団法人 新潟県バス協

会 専務理事」に変更 

 ・「新潟県ハイヤータクシー協会」を「一般社団法人 ハイヤー・タクシー協

会」に変更 

 ・「長岡市老人クラブ連合会 理事」を「長岡市老人クラブ連合会 長岡支部 

副会長」に変更 

 ・「国土交通省北陸信越運輸局 企画観光部」を「国土交通省北陸信越運輸局 

交通政策部」に変更 
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（新） 

（抜粋） 

区分 委員 

法第６条 
第２項第２号 

公益社団法人 新潟県バス協会 専務理事 

一般社団法人 新潟県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 

法第６条 
第２項第３号 

長岡市老人クラブ連合会 長岡支部 副会長 

国土交通省北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課長 
 
 

 

（旧） 

（抜粋） 

区分 委員 

法第６条 
第２項第２号 

社団法人 新潟県バス協会 事務局長 

新潟県ハイヤータクシー協会 専務理事 

法第６条 
第２項第３号 

長岡市老人クラブ連合会 理事 

国土交通省北陸信越運輸局 企画観光部 交通企画課長 

 



7 

 

２．長岡市地域公共交通協議会規約（案） 

 

長岡市地域公共交通協議会規約 

（名称） 

第１条 この会の名称は、長岡市地域公共交通協議会（以下｢協議会｣という。）と称

する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議

するため設置する。 

（業務） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画（地域公共交通総合連携計画）

の作成、並びに実施に関すること。 

 (2) 道路運送法施行規則第49条1号に規定する市町村運営有償運送の協議に関す

ること。 

 (3) 道路運送法施行規則第49条2号に規定する公共交通空白地有償運送の協議に

関すること。 

 (4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金等の協議

に関すること。 

 (5) その他協議会が必要と認めること。 

（事務所） 

第４条 協議会の事務所は、新潟県長岡市大手通２丁目６番地長岡市役所大手通庁舎

内に置く。 

（組織） 

第５条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

 (1) 会 長 １名 

 (2) 副会長 １名 

 (3) 監査員 ２名 

２ 会長は、長岡市都市整備部長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから学識経験者をもって充てる。ただし、学識経験者が複

数人いる場合は、会長が指名する学識経験者とする。 

４ 監査員は、委員の互選により選任する。 

５ 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることができない。 
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（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会

長の職務を代理する｡ 

３ 監査員は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会の会議において報告する。 

（委員の任期） 

第８条 委員の任期は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める期間とする。 

(1) 別表に掲げる委員のうち行政機関の職員及び法人その他の団体の役員 その

職にある期間 

(2) 前号に規定する委員以外の委員 ２年以内とする。ただし、欠員等により新た

に委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第９条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、長岡市都市整備部交通政

策課内に事務局を置く。 

２ 事務局には事務局長を置き、長岡市都市整備部交通政策課長をもって充てる。  

３ 事務局員は、長岡市都市整備部交通政策課職員をもって充てる。 

（協議会の会議の運営） 

第10条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる

こととし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告するものとする。 

４ 前項の規定による報告があったときは、欠席をする委員の代理の者の出席をもっ

て当該委員の出席とみなす。 

５ 会議の決議の方法は、出席委員の総意で決することとする。 

６ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円

滑な会議の運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うことが

できる。 

７ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、

又は会議への出席を依頼し、若しくは助言等を求めることができる。 

（分科会） 

第11条 協議会は、協議会の運営に必要な事項を処理するにあたり、分科会を設置す

ることができる。  

２ 分科会の名称、構成員、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務に関する事項） 

第12条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものと

する。 

２ 協議会の予算は、長岡市その他の団体等の負担金及びその他の収入をもって歳入

とし、協議会の事務及び事業に要するすべての経費をもって歳出とする。 
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３ 会長は、毎会計年度予算を調整し、協議会の承認を受けなければならない。 

４ 会計年度の中途において既定予算に補正の必要が生じたときは、会長はこれを調

製し、協議会の承認を受けなければならない。 

５ 歳入歳出予算の執行は、会長の権限とする。 

６ 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく協議会の決算を調製し、監査員の監査に付

した後、協議会の承認を得るものとする。 

７ 協議会の出納は、会長が行うものとする。 

８ 前各項に定めるもののほか、協議会の予算の編成及び現金の出納その他の財務に

関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第13条 委員等は、会議に出席したときは、報酬及び費用弁償を受けることができる。

ただし、別表に掲げる法第６条第２項第１号に区分される委員、第２号に区分され

る交通事業者及び道路管理者の委員並びに第３号に区分される行政機関の委員は、

この限りでない。 

２ 報酬及び費用弁償の額並びに支払方法等は、長岡市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年長岡市条例第12号）別表付属機関の構

成員の項の例による。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第14条 協議会が解散したときは、協議会の収支は解散をもって打ち切り、会長がこ

れを清算する。 

（規約の変更） 

第15条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 

   附 則 

この規約は、平成21年11月20日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成23年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成23年12月５日から施行し、同年８月29日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成25年７月12日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成27年７月22日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

区分 委員 

法第６条 
第２項第１号 

長岡市 都市整備部長 

法第６条 
第２項第２号 

東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 総務部企画室長 

越後交通株式会社 乗合バス営業部長 

公益社団法人 新潟県バス協会 専務理事 

一般社団法人 新潟県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 

国土交通省北陸地方整備局 長岡国道事務所 調査課長 

新潟県長岡地域振興局 地域整備部 計画調整課長 

長岡市 土木部長 

法第６条 
第２項第３号 

新潟県警察本部 交通部 交通規制課長 

長岡市老人クラブ連合会 長岡支部 副会長 

長岡市消費者協会 会長 

学識経験者 

国土交通省北陸信越運輸局 交通政策部 交通企画課長 

国土交通省北陸信越運輸局 新潟運輸支局 首席運輸企画専門官（企画調整担当）

新潟県長岡地域振興局 企画振興部 地域振興・災害復興支援課長 

日本労働組合総連合会新潟県連合会 中越地域協議会 事務局長 

 


